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内　　　　　容　　

都市局　都市計画部　自転車まちづくり推進課

大宮駅西口自転車駐車場外精算機修繕

今回修繕対象の精算機器は、日本信号株式会社が設計・施工した自転車
駐車場管理システムの一部で、施設利用料金徴収、定期券の更新を行っ
ていることから、施設の安定稼働に欠かすことができない重要な役割を
担っており、管理システムは、ゲート設備、定期券更新精算機、一時利
用券発行機、管理用パソコン等で構成されています。
本修繕では新紙幣、新５００円硬貨対応に伴う紙幣読み取り部のソフト
ウエア更新と読み取りに係る部材の更新を行います。料金徴収に係る部
分以外は今後も継続して使用が可能であるため、機器本体の更新は行い
ません。
当駐車場の精算機のソフトウエアはメーカである日本信号株式会社が所
有し、一切公表されていないため、他社機器の部分的な使用や、他社に
よる作業実施は、関連機器の制御を一括して行うようにパッケージ化さ
れている管理システムの性能の保証ができず、施設の安定稼働に支障を
生じる恐れがあることからできません。
以上より今回の修繕箇所は、既設の設備と密接不可分の関係にあり、同
一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障
が生ずる恐れがあるため、日本信号株式会社と地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第２号による随意契約を締結しました。
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